
 

 

令和元年５月２９日 

国立大学法人 山梨大学 

 

令和元年度事業計画：水害に強いまちづくり（継続） 

 

【事業の概要】 

(1) 水害に強い甲府盆地推進研究会の開催 

(2) 事例調査 

(3) シンポジウムの開催（事業成果の報告・公開） 

【役割分担】 

(1) 山梨大学は研究会、シンポジウムを企画、実施する。 

(2) 国土交通省は研究会に参加し、国土交通省の立場で研究会の運営に協力する。 

(3) 山梨県は研究会に参加し、山梨県の立場で研究会の運営に協力する。 

(4) 県内市町村（市町村長を含む）：研究会への参加。 

(5) 民間企業：参加希望を募る。 

 

 

出典：滋賀県流域治水の推進に関する条例 


